
「松阪市手と手でハートを
つなぐ手話条例」

施策の取組事例

松阪市
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2016（平成28）年8月30日



2014年（平成26年）4月1日

松阪市手と手でハートをつ
なぐ手話条例スタート！！
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満場一致で条例可決
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みんなでポーズ
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手話への思いを広げる！

手話条例に向け
ワーキングチームを開催！
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ワーキングチームの概要

• 2014年（平成26年）1月に発足

• 条例案ができるまで、4回の協議

• メンバー
–松阪市ろうあ福祉協会

–三重県聴覚障害者協会

–全日本ろうあ連盟

–手話通訳者等

–学識経験者

–市職員
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繰り返しの議論の中で

• 全員で、必要な施策、実現したい施策など出
し合った

• 出し合った３１の施策等を大きく4つのカテゴ
リーに分類し、それぞれの施策を包括した条
文案を作成（ワークシート）

• 具体的施策を条例に入れなくても、施策を実
現するため、チェック機能も含めた取り組みを
していくことを確認
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条例がゴールではなくスタート
という認識を共有





条文と具体的な施策例
（施策の策定及び推進）

第5条 市は、次の各号に掲げる施策を総合的
かつ計画的に実施するものとします。

(1)手話に対する理解及び手話の普及を図るた
めの施策

（具体的施策例）

• 市民手話講座の開催

• 幼小中学校の総合学習の場で、手話や聴
覚障害について学ぶ機会を設ける
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条文と具体的な施策例
（施策の策定及び推進）

第5条 市は、次の各号に掲げる施策を総合的
かつ計画的に実施するものとします。

(2) 市民が手話による意思疎通や情報を得る
機会の拡大のための施策

（具体的施策例）

• 地域・行政・企業への啓発（聴覚障害につい
て、手話通訳制度、手話通訳委嘱制度、相談
窓口等）
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条文と具体的な施策例
（施策の策定及び推進）

(3) 市民が意思疎通の手段として手話を選択

することが容易にでき、かつ、手話を使用し
やすい環境の構築のための施策

（具体的施策例）

• 事業所等で職員研修のために手話講座を開
く場合は市から講師を派遣する。

• 市役所の職員研修に手話学習をいれる。
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条文と具体的な施策例
（施策の策定及び推進）

(4) 手話通訳者の配置の拡充及び処遇改善な

ど、手話による意思疎通支援者のための施
策

（具体的施策例）

• 設置通訳者、登録通訳者の研修や健康管理

• 奉仕員養成講座から通訳養成講座へとつな
げていく継続的な支援
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条例の名称
• 手話条例、手話言語条例ではなく、もっと心
のこもった名称を

• ワーキングのメンバーで案を考えた。

• 最終的に3案
1. ハートつながる手話条例

2. みんなのこころつながる手話条例

3. 手と手でハートをつなぐ手話条例

• アンケートの実施
–松阪駅、市役所玄関、イベントなどで1,173名に選
んでいただいた
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条例の名称

『手と手でハートをつなぐ

手話条例』

に決定！
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2014年（平成26年）4月1日

『松阪市手と手でハートをつ
なぐ手話条例』スタート!!
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条例施行に伴う取組
2014（平成26）年度

• 設置通訳者を3人に（1人増員）

• 手話推進マネージャーと手話普及担当
（ろう者・新規採用）を配置

• 職員への手話講座の実施

• 市民向け出前講座の実施

• 市民手話講演会の開催

• 手話を学ぶ市民講座の開催（全6回）
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手話普及マネージャーと
手話普及担当職員
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市職員の手話研修
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手話施策推進会議をスタート！
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手話施策推進会議

• 条例に基づく施策を推進するために、関係者
により協議

• 平成26年8月に発足、1～2ヶ月に1回のペー
スで会議を開催

• 委員には、聴覚障がい者、手話通訳者、学
識経験者、市の関係部署（障がい者支援、教
育、商工、人権等）から選出
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手話ダンス甲子園に松阪市の高校
（Team MTSK）が出場！
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入賞おめでとう！
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全国高校生
手話パフォーマンス甲子園

• 鳥取県が主催

• 全国から２０チームが参加

• 松阪市は三校の高校での合同チームを結成
（Team MTSK）し26年度3位、27年度2位入賞

• この結果を受け、その後、市内のイベントに
出演、またデンソー（刈谷市）のハートフルま
つりへの出演など、手話のＰＲに貢献
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市職員による出前講座
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出前講座

• 松阪市が市民の方向けに出張による講座を
開催

• 条例を受けて、新たに2つの講座をスタート

– 「聞こえない」って何？

• 「聞こえないこと」について、実例を交えながら

–手話を学びませんか？

• 基本的な手話

• 平成26年度 参加者（延人数）777人

• 平成27年度 参加者（延人数）986人
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企業へ手話研修の取組
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企業への取り組み

• 企業でも多くの人に手話への理解を
深めたい

• 企業が実施する手話研修への講師
派遣

• 講師は松阪市ろうあ福祉協会に
担っていただいている
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「松阪市手と手でハートつなぐ手話条例」
シンボルマーク
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シンボルマーク

• 応募者 22人

高校生の方から91歳の方まで

• 募集作品 32作品

• 最優秀賞作品をシンボルマークに決定

テーマ

『手の平から伝える、ハートが伝わる、心繋がる』
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手話施行１周年記念事業を行いました
「ゆずり葉」早瀬監督と対談

2016/8/30 37



手話普及啓発1周年記念事業

○2015年（平成27年）8月1日に開催

• シンボルマークの応募作品の掲示と表彰
–最優秀賞1名、優秀賞2名

• 映画「ゆずり葉」の上映

• 映画「ゆずり葉」の早瀬憲太郎監督との対談

○2回目を2016年（平成28年）1月24日に開催

• 手話講演会

• 手話ポスター表彰
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応募作品を展示
たくさん応募ありがとうございました
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これからの手話普及啓発
• 松阪市で手話が当たり前に使用されるよ
う、障がいあゆみ課を中心とした、市全体
での取り組みを実施

• 県教育委員会では、この手話条例を、人
権学習に活用

• 企業に対しても手話を知ってもらい、現場
で活用してもらうことを推進する

• 手話通訳者の不足へ取り組み

• より多くの方々に手話を知ってもらうため
に国や県、他の自治体への働きかけ
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